
 

 

様式４ 

変更理由書 
                                   （発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－２公共（小敷谷）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１２月２８日から 

令和 ５年 ３月２４日まで 
― 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
８，３６０，０００円 ８，０４８，７００円 

工 事 概 要 

工事延長 L=57.6m 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ

200mm) 50.7m 

汚水管布設工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VUφ150mm) 

2.6m 

汚水管推進工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VPφ150mm) 

2.1m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 3箇所 

取付管工 12箇所  

工事延長 L=57.2m 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ

200mm) 51.7m 

汚水管布設工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VUφ150mm) 

3.3m 

汚水管推進工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VPφ150mm) 

2.0m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 －箇所 

取付管工 10箇所 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
 
〇管路延長、管底高の変更 

契約締結後に現地測量を行った結果、当初、既設水道管（φ150）の直下に埋設されていることを想定

していた既設汚水本管が、想定よりも私道側へ埋設されていることが判明したため、当初設計の斜め推進

工ではなく、垂直推進工で施工可能なことから、変更する。また、それに伴い、維持管理を容易にするた

めに No.163-2-1人孔の設置位置を県道側へ 1.0m移し、汚水管布設工の延長を変更する。 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 VPφ200）：+1.0m 

汚水管推進工（硬質塩化ビニル管 VPφ150）：-0.1m 

汚水管布設工（硬質塩化ビニル管 VUφ150）：+0.7m 

 

〇取付管数の変更 

契約締結後に、家の売買を予定している地権者が接続を見送ったこと、また、現段階で取付管の接続を

希望しなかった地権者がいたことから、取付管数を変更する。 

取付管工：-2箇所 
 
 
以上の結果、減額する。 


